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第１章 はじめに 

1. 事業の実施方法 

（１）事業の目的 

液化石油ガス（以下、「LPガス」と示す）による事故件数は、平成30年に206件と前年から13件

増加し200件を上回った。さらなる事故の削減に向けて、全国のLPガス販売事業者等の保安レベル

の維持・向上が求められている。 

本事業は、LPガス事故件数を減らし、死亡者を発生させないために、全国のLPガス販売事業者へ

の講習会等を実施し、LPガス販売事業者の保安技術・知識の向上を図り、LPガス供給時の事故及

び一般消費者等に起因する事故を防止し、保安の確保を図ることを目的とする。 

 

【事故件数及び死者数の推移】 

 

 

【原因者別事故件数の推移】 

 

出典：経済産業省 産業保安グループ「平成30年度 液化石油ガス関係事故年報」 
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（２）目的と業務内容 

全国20,000のLPガス販売事業者のほとんどが中小零細企業であり、LPガスの輸入販売を手がけ

る大手企業から町の個人商店まで事業規模の格差が大きい業界である。 

中小零細のLPガス販売事業者が独自に情報を収集し、自身の知識の更新及び社員に教育を行う

機会を多く取ることが難しいことから、別途実施する石油・ガス供給時に係る保安対策調査等委

託費（安全技術普及事業（指導事業（保安専門技術者指導等事業）））によって養成された保安

専門技術者が講師となり、全国各地でLPガス販売事業者向けの講習会及び個別指導を行う。 

以下、それぞれの事業の実施方法について記述する。 

 

A． 講習会及び個別指導の概要 

講習会及び個別指導の概要は以下のとおりである。 

1） 指導テーマ 

以下の4つのテーマについて指導を行う。 

① 法令指導に関すること 

② 保安業務指導に関すること 

③ CO 中毒事故防止に関すること（「業務用厨房機器のメンテナンスに関すること」を

含む） 

④ LPガス災害対策に関すること 

2） 指導講師 

石油・ガス供給時に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指導事業（保安専門

技術者指導等事業）））によって養成された保安専門技術者。 

3） 講習会の実施 

講習会は以下の内容に基づき実施する。 

① 1テーマにつき 1時間以上で実施することとし、1回の講習会で 1時間半に満たない

場合は事業の対象としない。 

② 1回あたり原則 30名以上で実施する。（30名に達しない場合は事前に相談する） 

③ 1県協会（＊注１参照）あたり 4回を上限とする。 

④ 1会場において 1日で複数テーマを実施する場合は、1回として取り扱う。 

⑤ 県協会において任意に選んだ 1 会場において、受講者用アンケートを実施し、アン

ケートの結果は集計の上、貴省へ提出する。 

⑥ 講習会ごとに講習による習熟度を確認するために習熟度調査を行う。（事務局では回

収は行わない） 

4） 個別指導の実施 

個別指導は以下の内容に基づき実施する。 

① 1テーマにつき 1時間以上で実施する。 

② LPガス販売事業者等で、事業所単位の従業員数が 10名未満の事業者を対象とし、業

務主任者や保安責任者を中心とした 2名以上に対し実施する。 

③ 15 回を各県協会あたりの上限とする。ただし、同一地区での実施に偏らないよう留

意する。 
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④ 個別指導を受けた事業者に対し、受講者用アンケートを実施する。アンケートは、個

別指導を受けた事業者のうち、任意に選んだ 3割の事業者に対し実施し、アンケート

結果は集計の上、貴省へ提出する。 

＊注１：県協会は一般社団法人全国LPガス協会の会員である各都道府県エルピーガス協会をいう。 

 

B． 講習会等実施要領の提出 

講習会等実施要領（以下、「実施要領」と示す）として、講習会または個別指導の実施に

係る基本的な以下の事項を定め契約締結後、貴省に提出する。 

① 講師謝金に関すること 

② 旅費の支払い条件に関すること 

③ 講習会の運営方法に関すること 

④ 受講者用アンケート及び講師からの報告書の記載内容に関すること 

⑤ 講習会及び個別指導の実施に関して、より効果的な実施方法の提案 

⑥ テキストの配布に関すること 等 

 

C． 講習会及び個別指導に係る実施の要望調査 

講習会及び個別指導の実施に当たって、県協会から講習会及び個別指導に係る実施の要

望調査を行う。 

調査は、講習会及び個別指導ごとに以下の内容を記入できるように様式を作成し、実施要

領と併せて県協会に送付する。 

1） 講習会についての調査事項 

① 希望テーマ 

② 日時 

③ 場所 

④ 受講者数（見込み）及びテキスト希望数 

2） 個別指導についての調査事項 

① 希望テーマ 

② 指導先事業者の名称 

③ 従業員数 

④ 所在区市町村 

⑤ 受講者数（見込み）及びテキスト希望数 

 

D． 講習会、個別指導の実施案の作成、調整 

講習会及び個別指導の要望調査に基づき、各県協会の講習会、個別指導の実施案を作成し、

貴省と調整する。なお、平成30年度事業と講習会の講習テーマや個別指導先での指導内容の

重複に留意する。テーマが重複する場合には、平成30年度事業と異なる講習会会場（地域）

で実施するなどより多くの関係者が受講できるように工夫する。 
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E． テキストの印刷及び発送 

講習会及び個別指導の確定の後、講習会及び個別指導を実施する県協会に対し、講習会及

び個別指導で使用する以下のテキストの必要数を確認の上取りまとめ、印刷を実施し発送

する。 

① 「LPガス販売事業の手引き」 

② 「保安業務ガイド「点検・調査」」 

③ 「保安業務ガイド「周知」」 

④ 「保安業務ガイド「緊急時対応・緊急時連絡」」 

⑤ 「保安業務ガイド「ヒヤリハット」」 

⑥ 「CO中毒事故防止」 

⑦ 「LPガス災害対策マニュアル」 

 

F． 県協会用アンケートの実施 

講習会及び個別指導の実施の有無に関わらず、県協会に対して県協会用アンケートを実施

し、結果を貴省に提出する。アンケートの内容については、貴省と調整する。 

 

G． 事前会議の実施 

講習会及び個別指導の実施の際に、指導内容の調整のため、事前会議を実施する。事前会

議は、講習会及び個別指導が指導される前を目途に、県協会担当者を集め、1回実施する。 

 

H． その他 

講師が実機等を使用する場合、その要請に応じて、梱包・発送を行う。 
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3. 結果概要 

保安技術等講習会及び個別指導の実施結果を以下に示す。  

 

実施回数 参加者数 対象事業者数 参加者数

1 北海道 北海道LPガス協会

2 青森県 青森県エルピーガス協会

3 秋田県 秋田県LPガス協会

4 岩手県 岩手県高圧ガス保安協会 4 203

5 山形県 山形県LPガス協会

6 宮城県 宮城県エルピーガス協会 6 16

7 福島県 福島県LPガス協会

8 栃木県 栃木県LPガス協会

9 茨城県 茨城県高圧ガス保安協会 2 95

10 千葉県 千葉県LPガス協会

11 埼玉県 埼玉県LPガス協会 1 41

12 群馬県 群馬県LPガス協会

13 東京都 東京都LPガス協会 2 427

14 神奈川県 神奈川県LPガス協会

15 新潟県 新潟県LPガス協会

16 長野県 長野県LPガス協会 4 283

17 山梨県 山梨県エルピーガス協会

18 静岡県 静岡県LPガス協会

19 愛知県 愛知県LPガス協会 3 193

20 三重県 三重県LPガス協会 4 152

21 岐阜県 岐阜県LPガス協会

22 富山県 富山県エルピーガス協会

23 石川県 石川県エルピーガス協会 4 259

24 福井県 福井県LPガス協会 4 173

25 滋賀県 滋賀県LPガス協会 1 41 15 46

26 京都府 京都府LPガス協会 4 313

27 奈良県 奈良県LPガス協会 15 31

28 和歌山県 和歌山県LPガス協会 4 262

29 大阪府 大阪府LPガス協会 4 368

30 兵庫県 兵庫県LPガス協会

31 鳥取県 鳥取県LPガス協会 1 148

32 岡山県 岡山県LPガス協会 4 380

33 島根県 島根県LPガス協会 4 197 14 34

34 広島県 広島県LPガス協会 4 364

35 山口県 山口県LPガス協会 2 319

36 徳島県 徳島県エルピーガス協会

37 香川県 香川県LPガス協会 2 63

38 高知県 高知県LPガス協会 4 219

39 愛媛県 愛媛県LPガス協会 4 254 5 10

40 福岡県 福岡県ＬＰガス協会

41 佐賀県 佐賀県LPガス協会 14 29

42 長崎県 長崎県ＬＰガス協会

43 大分県 大分県ＬＰガス協会 4 293 15 37

44 熊本県 熊本県LPガス協会 4 323

45 宮崎県 宮崎県LPガス協会

46 鹿児島県 鹿児島県ＬＰガス協会

47 沖縄県 沖縄県高圧ガス保安協会

74 5,370 84 203

個別指導
協会名

講習会
県名No
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第２章  事前準備

1. 県協会への事前アンケート調査 

 

（１） 実施概要 

  

保安技術等講習会や個別指導を行うにあたり、実施の有無と希望テーマ及び実施予定時期を把

握することを目的に、県協会への事前アンケートを実施した。また、合わせてテキスト希望数につ

いてもアンケートを行った。 

実施概要は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）結果 

 

回収は、一部返信がなかった県協会もあったが電話等問い合わせによりすべての県協会より 

回答をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

実施期間： 令和元年５月下旬～６月上旬 

対  象：各都道府県のLPガス協会 

方  法：メール 

協 会 数：４７協会 

実施する ：２６件 

実施しない：２１件 
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2. 県協会に対する実施要領の作成 

 

講習会及び個別指導は開催は地域単位としたため、運営を県協会に委託することとした。このため、

講師謝金等支払い基準を記した実施要領を作成した。 

以下に実施要領の内容の一部を示す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

 

令和元年度地域保安指導事業に係る実施要領 

 

Ⅰ．事業目的 

 本事業は、保安専門技術者を講師として、地域のＬＰガス販売事業者に対し保安業務指導等を行い、

ＬＰガス販売事業者等の保安水準の維持、向上を図ることで消費者に対する保安を確保することを目的

とする。 

 

Ⅱ．事業概要及び実施方法 

（１） 保安技術等講習会 

① 以下のテーマについて保安専門技術者を講師として各都道府県エルピーガス協会（以下、「県協会」

という。）毎に液化石油ガス販売事業者等に対して講習会を実施し保安業務指導等を行う。 

ⅰ）法令指導に関すること  

ⅱ）保安業務指導に関すること 

ⅲ）ＣＯ中毒事故防止に関すること（「業務用厨房機器のメンテナンスに関すること」を含む。） 

ⅳ）ＬＰガス災害対策に関すること  

② １テーマにつき原則１時間以上で実施することとし、１回の講習会で 90分に満たない場合は事業

の対象としない。（事業対象例）１テーマ（45分）×２テーマ、１テーマ（90分）×１テーマ 

③ 講習会については、県協会あたり 4回を上限とし、１回の講習会あたり原則３０名以上を対象に実

施すること。なお、３０名以上見込まれない場合は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究

所（以下、「ＮＴＴＫＫ」という。）に連絡すること。 

④ １会場において１日で複数テーマの講習会を実施する場合は、１回の講習会として取り扱う。 

⑤ 講習実施後、講習会記録（⑤-１講習会記録）を作成し、ＮＴＴＫＫに提出すること。 

⑥ 講習会の実施前に、講師と県協会の間において委嘱状・就任承諾書を取り交わすこと。 

 

（２） 個別指導 

① 保安技術講習会とは別にＬＰガス販売事業者等の事業所等において保安業務の実施にあたっての

アドバイス等の指導を行う。 

② 個別指導の対象事業者は、事業所単位の従業員数が１０名未満のＬＰガス販売事業者とする。 

③ 販売事業者選定にあたっては、過去に事故をおこした販売事業者及び県の立ち入り検査で改善を

求められた販売事業者等を優先して選定すること。 

④ 個別指導の対象者は、業務主任者や保安責任者を中心とした２名以上に対して行うこと。 

⑤ １テーマにつき１時間以上で実施すること。 

⑥ 県協会あたり計１５回を上限とする。ただし、同一地区での実施に偏らないよう留意すること。 

⑦ 実施終了後、個別指導記録（⑤－２個別指導記録）を作成すること。また、個別指導記録には、受

講者全員の氏名を記載（原則本人直筆）すること。 
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⑧ 個別指導の実施前に、講師と県協会の間において委嘱状・就任承諾書を取り交わすこと。 

 

（３） 講師会議 

講師会議については、事業の対象としない。 

（以下省略） 
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3. 県協会との契約手続き 

 

（１）手続きの流れ 

1）県協会からNTTデータ経営研究所への実施計画書及び支出計画書の提出 

本事業実施にあたり、実施計画書及び支出計画書を各県協会よりNTTデータ経営研究所に提

出していただいた。提出いただいた実施計画書の様式を以下に示す。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

令和元年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（安全技術普及事業（指

導事業（地域保安指導事業））に係る実施計画 

 

協会名：  

 

１． 講習会の実施予定回数 

 

 講習会予定日 

時間 

場所 

（市区町村

名） 

講習会場 見込参加者

数 

講習テーマ 
１． 法令指導 
２． 保安業務指導 
３． ＣＯ中毒事故防止 
４． ＬＰガス災害対策 
テーマ番号 予定時間 

①  月   日 

：  ～  ： 

    分 

 分 

 分 

②  月   日 

：  ～  ： 

    分 

 分 

 分 

③  月   日 

：  ～  ： 

    分 

 分 

 分 

④  月   日 

：  ～  ： 

    分 

 分 

 分 

＊日時、会場等が未定の場合は、予定時期を記載し、決まり次第連絡すること 

 

 

２． 個別指導の実施予定回数 

個別指導実施回数（事業所数）  回 

指導予定テーマ   

指導予定時間 時間 

指導予定人数 人 

＊別途個別指導先を報告すること（②-1個別指導先リスト） 

 

以上 
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2）契約手続き 

下記の書類を送付のうえ、契約書を取り交わした。 

 

・ 令和元年度地域保安指導事業運営業務に関する委託契約書  ２部 

・ 関係書類集                       １部 
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4. 事前会議 

 

（１）開催趣旨   

各県協会は事務局（NTTデータ経営研究所）との連携により講習会及び個別指導の実施を

行うが、連絡手段はメール及び電話を中心とする。県協会対事務局の連携は行えているもの

の、県協会担当者は他の県協会の活動を知る機会が少ない。また、当事業の目的や趣旨、事

業の変更点を対面で説明する機会が少ないことから事業開始時期に合わせ全体会議を１回

開催した。 

今年度は岡山県LPガス協会専務理事より平成30年7月におこった西日本豪雨災害でのLPガ

ス協会対応について情報共有を行った。 

 

（２）開催状況 

開催日時   令和元年 7月 12日 １３：３０～１５：３０ 

会  場   NTTデータ経営研究所 会議室 

参加者数   協会担当者１７名 その他関係者５名 合計２２名 

議  題  ・事前会議の目的共有 

・昨年度事業のご報告 

・災害対策について 

 －岡山県 LPガス協会 

・保安専門技術者養成講習に係るご案内 

・事務連絡 

・意見交換・質疑応答 

 

配布資料  ・式次第 

・座席表 

・出席者名簿 

・資料 1：豪雨災害対応（岡山県 LPガス協会） 

・資料 2：高圧ガス保安協会説明資料 

・資料 3：「実施要領」についての補足説明 
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（３）開催の様子 
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第３章 事業実施 

1. 保安技術等講習会 

（１）実施回数と参加者数 

保安技術等講習会の結果を以下に示す。（各講習会の場所・日程等は、補足資料参照） 

 

実施回数 参加者数

1 北海道 北海道LPガス協会

2 青森県 青森県エルピーガス協会

3 秋田県 秋田県LPガス協会

4 岩手県 岩手県高圧ガス保安協会 4 203

5 山形県 山形県LPガス協会

6 宮城県 宮城県エルピーガス協会

7 福島県 福島県LPガス協会

8 栃木県 栃木県LPガス協会

9 茨城県 茨城県高圧ガス保安協会 2 95

10 千葉県 千葉県LPガス協会

11 埼玉県 埼玉県LPガス協会 1 41

12 群馬県 群馬県LPガス協会

13 東京都 東京都LPガス協会 2 427

14 神奈川県 神奈川県LPガス協会

15 新潟県 新潟県LPガス協会

16 長野県 長野県LPガス協会 4 283

17 山梨県 山梨県エルピーガス協会

18 静岡県 静岡県LPガス協会

19 愛知県 愛知県LPガス協会 3 193

20 三重県 三重県LPガス協会 4 152

21 岐阜県 岐阜県LPガス協会

22 富山県 富山県エルピーガス協会

23 石川県 石川県エルピーガス協会 4 259

24 福井県 福井県LPガス協会 4 173

25 滋賀県 滋賀県LPガス協会 1 41

26 京都府 京都府LPガス協会 4 313

27 奈良県 奈良県LPガス協会

28 和歌山県 和歌山県LPガス協会 4 262

29 大阪府 大阪府LPガス協会 4 368

30 兵庫県 兵庫県LPガス協会

31 鳥取県 鳥取県LPガス協会 1 148

32 岡山県 岡山県LPガス協会 4 380

33 島根県 島根県LPガス協会 4 197

34 広島県 広島県LPガス協会 4 364

35 山口県 山口県LPガス協会 2 319

36 徳島県 徳島県エルピーガス協会

37 香川県 香川県LPガス協会 2 63

38 高知県 高知県LPガス協会 4 219

39 愛媛県 愛媛県LPガス協会 4 254

40 福岡県 福岡県ＬＰガス協会

41 佐賀県 佐賀県LPガス協会

42 長崎県 長崎県ＬＰガス協会

43 大分県 大分県ＬＰガス協会 4 293

44 熊本県 熊本県LPガス協会 4 323

45 宮崎県 宮崎県LPガス協会

46 鹿児島県 鹿児島県ＬＰガス協会

47 沖縄県 沖縄県高圧ガス保安協会

74 5,370

協会名
講習会

県名No
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（２）保安技術講習会の様子 

 

事務局担当者が立ち会った講習会の都道府県名を以下に示す。講習会の様子について、次

ページ以降に紹介する。 

 

1) 岩手県 

2) 茨城県 

3) 埼玉県 

4) 東京都 

5) 長野県 

6) 愛知県 

7) 三重県 

8) 石川県 

9) 福井県 

10) 京都府 

11) 和歌山県 

12) 大阪府 

13) 鳥取県 

14) 岡山県 

15) 島根県 

16) 広島県 

17) 山口県 

18) 香川県 

19) 高知県 

20) 愛媛県 

21) 大分県 

22) 熊本県 
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2. 個別指導 

（１）対象事業者数と参加者数 

個別指導の結果を以下に示す。（各個別指導の場所・日程等は、補足資料参照） 

 

対象事業者数 参加者数

1 北海道 北海道LPガス協会

2 青森県 青森県エルピーガス協会

3 秋田県 秋田県LPガス協会

4 岩手県 岩手県高圧ガス保安協会

5 山形県 山形県LPガス協会

6 宮城県 宮城県エルピーガス協会 6 16

7 福島県 福島県LPガス協会

8 栃木県 栃木県LPガス協会

9 茨城県 茨城県高圧ガス保安協会

10 千葉県 千葉県LPガス協会

11 埼玉県 埼玉県LPガス協会

12 群馬県 群馬県LPガス協会

13 東京都 東京都LPガス協会

14 神奈川県 神奈川県LPガス協会

15 新潟県 新潟県LPガス協会

16 長野県 長野県LPガス協会

17 山梨県 山梨県エルピーガス協会

18 静岡県 静岡県LPガス協会

19 愛知県 愛知県LPガス協会

20 三重県 三重県LPガス協会

21 岐阜県 岐阜県LPガス協会

22 富山県 富山県エルピーガス協会

23 石川県 石川県エルピーガス協会

24 福井県 福井県LPガス協会

25 滋賀県 滋賀県LPガス協会 15 46

26 京都府 京都府LPガス協会

27 奈良県 奈良県LPガス協会 15 31

28 和歌山県 和歌山県LPガス協会

29 大阪府 大阪府LPガス協会

30 兵庫県 兵庫県LPガス協会

31 鳥取県 鳥取県LPガス協会

32 岡山県 岡山県LPガス協会

33 島根県 島根県LPガス協会 14 34

34 広島県 広島県LPガス協会

35 山口県 山口県LPガス協会

36 徳島県 徳島県エルピーガス協会

37 香川県 香川県LPガス協会

38 高知県 高知県LPガス協会

39 愛媛県 愛媛県LPガス協会 5 10

40 福岡県 福岡県ＬＰガス協会

41 佐賀県 佐賀県LPガス協会 14 29

42 長崎県 長崎県ＬＰガス協会

43 大分県 大分県ＬＰガス協会 15 37

44 熊本県 熊本県LPガス協会

45 宮崎県 宮崎県LPガス協会

46 鹿児島県 鹿児島県ＬＰガス協会

47 沖縄県 沖縄県高圧ガス保安協会

84 203

個別指導
協会名県名No
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（２）主な個別指導の様子 

 

事務局担当者が立ち会った個別指導の都道府県名は以下の通りである。 

 

1) 宮城県 

2) 滋賀県 

3) 奈良県 

4) 佐賀県 

 

 

 

  











 

68 
 

3. 保安技術等講習会における出席者アンケート調査 

 

（１）アンケート調査の概要 

LPガス販売事業者等の保安技術等の普及を図ることを目的とした保安技術等講習会におい

て、参加した事業者を対象にアンケート調査を実施した。 

アンケートでは、講習会の満足度・評価、今後受講を希望するテーマ、その他意見・要望等

を伺った。そのほか、協会によっては独自のアンケートを追加で実施した。 
 

【設問】 

・講習会の満足度・評価（４段階評価） 

・今後、受講を希望するテーマ 

・その他意見・要望等 
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5）受講希望テーマ 

今後の受講希望テーマについて、「法令指導」「保安業務」「CO中毒事故防止（業務用厨房

機器）」「LPガス災害対策」「その他」に区分し、それぞれ参加者のうち希望する比率を取り

まとめて内容を把握する。受講希望テーマごと、県協会ごとに取りまとめると以下のとおり

となる。 

 

全体として昨年同様「保安業務」（５１％）の比率が最も大きく、次いで「LPガス災害対

策」（３８％）、「法令指導」（３５％）、「CO中毒事故防止」（２６％）と続く。 

各県協会において今後の講習会計画の立案に際して参考とされることが望まれる。 
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6）その他意見・要望等（自由回答） 

講師や運営事務局に対する感謝の意見も数多く示された。ここではこうした状況を前提と

して、改善を望む意見や要望について取りまとめる。重複する内容については代表的な意見、

要望を取り上げた。 

＜テーマ・内容に関する意見・要望＞ 

＜時期・会場・講師に関する意見・要望＞ 

＊重複しているもの等一部割愛して掲載している。 

 

  

◆講習会の進め方について 
（本事業について） 
・ こういった講習は続けて欲しい。 

・ 分かり易い説明でした。 

・ もっと回数を増やして下さい、社員が全員出れるように。 

・ ポイントを整理して解説いただいたので、時間も適当で内容も分かりやすかった。 

・ 災害が毎年起こるなか、緊急時の対応等勉強になります。 

・ 時折テキストにない、現場目線の教育ありがとうございました。今後も多く盛り込んで頂きた

いです。 

 
（指導内容・指導方法について） 

・ 動画を見ながらの説明は大変よく理解出来た。 

・ 火気 2mについて電気工事者にも周知してほしい。 

・ 保安業務指導で事故事例などもっと取り入れて下さい。 

・ 事前に質問を募集して頂き、その解答集を資料として配布して欲しい。 

・ 迅速継手の見本（若い方は知らないのでは？）。 

・ ガス機器の新製品の説明など聞きたい。 

・ 法改正に伴う改訂個所はアンダーラインや色付けなどして、分かりやすく記載してほしい。 

・ 質量販売の方法について指導していただきたい。 

・ 実技の指導をお願いしたい。 

◆開催時期・時間について 

・月初、月末はやらないでもらいたい。 

・時期を夏にしてほしい。 

 

◆開催場所について 

・駐車場が多い場所が良い。 

・支部ごとに開催場所を設けてほしい。 

 

◆その他要望 

・参加者の私語がうるさくて集中できなかった。講習前にひとこと入れるとか、会場に事務局が目

を配るなどもあってよい。 

・資料の字が小さい（うす暗い所で読みづらい）。 
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7）配布したアンケート 
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4. 保安技術等講習会における習熟度調査 

 

（１）習熟度調査の概要 

LPガス販売事業者等の保安技術等の普及を図ることを目的とした保安技術等講習会におい

て、参加者の講習会の習熟度を測るため確認テストの実施を支援した。 

確認テストは、講習会終了後に実施することによって講義内容に対する意識向上と講義内容

の復習を目的としている。問題の形式としては、正誤の選択方式とした。１テーマ当たり５問

５点満点とし問題を各県協会に送付した。 

 

（２）習熟度調査例 

問題と解答集を事務局より各県協会へ配布した。ここでは解答集を掲載する。 

 

令和元年度 保安技術講習会テーマ別習熟度調査（法令指導） 

解答集 

NO 問   題 解

答 

説   明 

１  販売事業者が自社の所有する貯蔵

施設（貯蔵量1,000kg）の場所を移転

したので、販売所等変更届書を提出

した。 
○ 

左記のとおり。 

貯蔵施設に関して変更届が必要となるのは、

貯蔵施設の位置や構造を変更することによ

り、規則第１４条の基準に不適合となる可能

性がある場合です。従って、例えば同一材料

での屋根のふきかえは含まれません。（法第

８条通達） 

「ＬＰガス販売事業の手引き」 Ｐ.３・

Ｐ.６・Ｐ１６・Ｐ１７ 

２  同一の販売所において、業務主任

者と高圧ガス保安法第２８条第１項

の高圧ガス販売主任者を兼務するこ

とは認められる。 ○ 

左記のとおり。 

ただし、その職務が過大になって実行できな

い場合には、液化石油ガス法第１９条第１項

の「職務をおこなわせなければならない」の

規定に違反することになります。（法第１９

条通達） 

「ＬＰガス販売事業の手引き」 Ｐ.１２  

３  販売事業者が自社と販売契約を締

結している一般消費者等に対し、保

安業務として「周知」を行ったので、

その周知を行った者の氏名、周知の

内容、周知の年月日などを販売所ご

とに帳簿に記載し所定の期間保存し

た。 

○ 

左記のとおり。 

販売事業者は自ら行う販売事業に係る保安

業務を行った時は、販売所ごとに保安業務の

区分等ごとに定められた項目を帳簿に記載

し、所定の期間保存しなければいけません。

（規則第１３１条第２項、第５項） 

「ＬＰガス販売事業の手引き」 Ｐ.２５ 
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４  販売事業者は「特定消費設備」に係

る重大事故が発生した場合、事故の

発生した場所を管轄する産業保安監

督部長に直接報告しなければならな

いが、この「特定消費設備」とは瞬間

湯沸器などの燃焼器具のことをい

う。 

× 

設問は誤り。 

「特定消費設備」とは、ガスメーターから末

端ガス栓までの配管等を除いた消費設備で、

燃焼器具の他に、末端ガス栓や末端ガス栓よ

り下流側に設置された硬質管、低圧ホース、

ゴム管等も含まれます。 

（通達：平成18・12・26原院第５号） 

「ＬＰガス販売事業の手引き」 Ｐ.２６ 

５  販売事業者は保安機関と保安業務

に関する委託契約を締結するとき

は、委託する一般消費者等の氏名又

は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名を書面に記載

し、署名又は記名押印の上、相互に交

付しなければならない。 

○ 

左記のとおり。 

委託契約を締結するときは、委託する一般消

費者等の情報の他にも、委託する一般消費者

等が変更となった場合の連絡に関する事項

も書面に記載しなければいけません。（法第

２８条、規則第２８条） 

「ＬＰガス販売事業の手引き」 Ｐ.４２ 
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令和元年度 保安技術講習会テーマ別習熟度調査（保安業務指導） 

解答集 

NO 問   題 解

答 

説   明 

１  保安機関と液化石油ガス販売事業

者が委託契約を締結するときは、委

託に係る一般消費者等に係る情報も

書面に記載して相互に交付しなけれ

ばならない。 ○ 

左記のとおり。 

保安業務の委託契約の際に書面に記載すべ

き事項は、液化石油ガス法第２８条に定めら

れています。 

（例：委託に係る一般消費者等の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあってはその代表

者の氏名など） 

テキスト保安業務ガイド「点検・調査」Ｐ.１

１ 

２  消費設備の調査においてその設備

が基準に適合していないため改善通

知を行った場合は、その設備が基準

に適合するよう改善されるまで、１

年に１回以上、その設備の所有者又

は占有者に同様の通知をしなければ

ならない。 

○ 

左記のとおり。 

１年に１回以上、基準に適合するようにする

ためにとるべき措置及びその措置をとらな

かった場合に生ずべき結果を通知しなけれ

ばいけません。（規則第３７条第３号イ） 

保安業務ガイド「点検・調査」Ｐ.１３ 

３  保安機関が定期消費設備調査を

行った場合、帳簿に記載すべき事項

として定められているものは、燃焼

器については型式と製造年月だけで

ある。 

× 

設問は誤り。 

燃焼器の型式及び製造年月に加え、製造者又

は輸入者の名称が必要となります。 

（規則第１３１条第２項） 

保安業務ガイド「点検・調査」Ｐ.１４ 

４  屋外において移動して使用する消

費設備でＬＰガスを消費する一般消

費者等に質量によりＬＰガスを販売

する場合、ＬＰガスの最初の引渡し

時の燃焼器に関する調査は行わなく

てもよい。 

× 

設問は誤り。 

質量によりＬＰガスを販売する場合であっ

ても、燃焼器が消費するＬＰガスに適合した

ものであるかどうかは調査しなければいけ

ません。（規則第３７条第１号表中ロ（３）） 

保安業務ガイド「点検・調査」Ｐ．６４ 

５ 販売主任者免状の交付を受けた者

であればだれでもバルク供給に係る

供給設備の点検を行うことができ

る。 

× 

設問は誤り。 

平成１２年４月１日の省令施行の際、既に販

売主任者免状の交付を受けている者につい

ては、平成１２年４月１日以降に実施される

業務主任者講習の受講がバルク供給に係る

供給設備の点検を行うための条件となりま

す。（平成１１年９月３０日省令第８８号） 

保安業務ガイド「点検・調査」Ｐ．６９ 
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令和元年度 保安技術講習会テーマ別習熟度調査（ＣＯ中毒事故防止） 

解答集 

NO 問題 解

答 

説明 

１ ＣＯ中毒とは、燃焼器の不完全燃焼によ

り発生し、換気の悪い部屋の中で空気中

における一酸化炭素（ＣＯ）の濃度が

0.02％で２～３時間で前頭部に軽度の

頭痛の症状が出る。 

○ 

左記のとおり 

 

 

「ＣＯ中毒事故防止技術」Ｐ．９ 

２  特定工事とは、特監法（特定ガス消費

機器の設置工事の監督に関する法律）の

対象となる燃焼器の設置および変更工

事をいい、軽微な工事は除外されてい

る。屋内に設置されている燃焼器の修

理・調整は特定工事となり表示ラベルが

必要となる。 

× 

屋内に設置されている燃焼器の修理・調

整は特定工事の対象外であり、表示ラベ

ルは不要である。 

「ＣＯ中毒事故防止技術」Ｐ．１５ 

３  新たに浴室内に風呂がまを設置する

場合はＦＦ式・ＢＦ式とする。既設取替

においてやむを得ずＣＦ式風呂がまを

設置する場合にあっては、不完全燃焼防

止機能付きＣＦ式風呂がまとする。 
○ 

左記のとおり 

「ＣＯ中毒事故防止技術」Ｐ．２２．４

３ 

４  ＣＯ濃度測定器は燃焼開始後、開放式

瞬間湯沸器およびＣＦ式燃焼器ともに

２分以上の時間が経過し、燃焼が安定し

た後に行う。 
× 

開放式瞬間湯沸器は、２分以上燃焼後 

ＣＦ式燃焼器は３分以上燃焼後 

「ＣＯ中毒事故防止技術」Ｐ．６０ 

５  業務用厨房では、フライパン等を置く

場所が少ないことから、レンジフード内

への調理器具等を置く事例が多いので、

消費者に棚の撤去を依頼など十分な排

気通路が確保されるよう、指導してくだ

さい。 

 

 

○ 

左記のとおり 

「ＣＯ中毒事故防止技術」Ｐ．７７ 
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令和元年度 保安技術講習会テーマ別習熟度調査（ＬＰガス災害対策） 

解答集 

NO 問   題 解

答 

説   明 

１ 容器に鎖がけをする場合、１本目

の鎖は容器の容量に関わらず容器底

部から容器 の高さの３／４の位置

とし、家屋の壁と容器との隙間は、極

力少なくすること。 

 

× 

鎖の位置は容器の容量により推奨位置は

異なる。 

（10kg及び20kg容器はプロテクターの開

口部に鎖を通して取り付ける。） 

『LPガス災害対策マニュアル』P. ４ 

２ 新たにＬＰガス設備を設置する

場合又は既設のマイコンメータの

更新時には、誤作動のない場所に

感震器内蔵のマイコンメータＳ等

を設置するか、対震自動ガス遮断

器を設置すること。 

○ 

 左記のとおり。 

 マイコンメータＳの取付けが悪かった

ため、震度４程度の揺れでメーター遮断を

起こし、販売事業所が復帰に時間を要した

事例があった。 

『LPガス災害対策マニュアル』P．２６  

３ ガス放出防止型高圧ホースは地

震、災害時に有効な器具として推

奨されているが、ガス放出防止機

能を有した単段調整器にも張力式

ガス放出防止型単段調整器と折損

式ガス放出防止型単段調整器があ

り、いずれも復帰して再使用する

ことができる。 

× 

 張力式のガス放出防止型単段調整器は、

復帰することにより再使用できるが、折損

式ガス放出防止型単段調整器は再使用す

ることができない。 

『LPガス災害対策マニュアル』P. ２９ 

４ ＬＰガス協会会員は、ＬＰガス賠

償責任保険加入時に一般消費者等

の戸数を届け出ているので、災害

対策のために都道府県ＬＰガス協

会が行う、市町村ごとの一般消費

者等の戸数の調査への協力は、特

に必要としない。 

× 

 ＬＰガス事業者賠償責任保険では、市区

町村ごとの消費者戸数等の正確な数を把

握できないため、販売事業者は供給してい

る市区町村別のＬＰガス消費者戸数等の

情報を都道府県ＬＰガス協会に提供し、把

握することにより、被災のあった地域の市

区町村別に「供給が止まった世帯数」の概

数を予想しうることが可能となる。 

『LPガス災害対策マニュアル』P. ３７ 

５ ＬＰガス販売事業者の平時の対

策として、市区町村が発行してい

る津波、水害等のハザードマップ

を確認し、被災地域に入っていな

い事業所では顧客の保安データの

管理は、帳簿類を施錠付の引き出

し等に保管するだけで十分対応で

きる。 

× 

 あらゆる災害を想定し、ハザードマップ

では安全地域であっても定期的に顧客

データ等を電子媒体、紙媒体等の持ち出し

可能な形に保存して、安全なところに保管

する。 

『LPガス災害対策マニュアル』P. ４６ 
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② 個別指導の位置づけ（活用内容） 

「個別指導をどのように活用しているか」「個別指導をどのように活用したいか」につい

てアンケートを行った。 

全体としては、「知識の更新」として活用しており、今後も活用したいところでは「立入

検査前の相談・確認」と解答していた。その他、「保安業務の相談」、「事故事例の情報収

集」、「県及び国の通達情報の収集」は現在の活用よりも今後活用したいと希望する人が多

く、個別指導に期待されている内容であることが分かる。 
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5）配布したアンケート 
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第４章 総括と今後の課題 

1. 講習会 

（１）総括 

テキストの配布数に限りがあることから数年前より積極的にパワーポイントや動画での指導に

も力を入れている。また、パワーポイントを使用し、適宜指導中に動画を加えることでテキスト

のみの指導より受講者の関心が継続し集中して受講していることが伺える。以前に比べるとテキ

ストのみで指導する会場は減り現在はテキストに加え、動画やパワーポイント、補足教材などを

活用した指導や地域特性（雪害対策、事故事例、立ち入り指導等）に合わせた指導をおこなうな

ど指導に工夫が見られる。指導レベルは高まっている。 

また、新型容器などの設備機器を展示したり、指導時に提示するなど大規模講習会であっても

聞いて帰るだけでなく見て触る体験を加える工夫をしている県協会もあった。 

ガス漏れ検知器の点検サービスや県関係者による地域保安の講話など、保安講習に加えて参加

動機となる取り組みを行う県協会も多かった。 

今年度は、指導回数、指導時間、講習会参加者数の下限を、以前より各県協会で希望するスタ

イルに合わせて実施できるよう要領の変更が行われたことは評価された。 

今年度の実施内容をもとに今後の課題に沿った、改善の取組についてまとめる。 

 

（２）今後の課題と取組提案 

以下、今後の講習会の課題と取組について記載する。 

 

【テキスト配布の制限に対する対応について】 

テキストの印刷数は例年減少傾向である。保安専門技術者指導等事業では、テキストデータ

をHPでダウンロード出来るようになっている。今年度は参加者全員への配布ができない県協会

においては、事業所ごとの配布とし持ち帰っての社員教育等にはHPでテキストデータを使用い

ただくよう案内を行った。 

今後は、指導内容の抜粋資料・まとめ資料の配布、スクリーンを使用しての指導に加えデー

タ提供箇所（HP等）の情報提供により、テキスト配布制限に対して対応を行っていくことが望

まれる。 

 

【メーター等実機を使用した指導について】 

今年度は講習会への参加見込30名以上での開催と小規模での開催も可能とした。火器を使っ

た実技指導は難しいものの、メーターや配管などの実機を使った指導を行う講習会も数か所あ

り受講者の満足度は高かった。実機を保有している指導者、県協会は限りがあり各地域ごとに

対応が変わってくる部分であるが、事前会議等で実績ある指導者より情報共有を行っていただ

き他地域への展開を検討する。 
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2. 個別指導 

（１）総括 

中小零細企業が多いLPガス販売事業者においては、人数が少なく店をあけることができないと

いう理由で講習会へ参加することが難しい販売店も多い。そういった小規模事業者に対して講師

が販売所を訪問し、販売事業者に寄り添った保安業務指導を行える機会ではある。 

個別指導では、販売店の書類状況からお客様情報まで細かに確認し、不足している部分への指

導に加え日頃疑問に思っていても確認できていなかった事項について講師に聞くことができる貴

重な機会であり、受講者の満足度は例年高い。 

指導効果が高い反面、講師不足や実施に係る時間的制限、距離的制限により実施できている県

協会が少ないことも課題となっている。 

 

（２）今後の課題と取組 

総括で記載した課題に対して、下記の対応を検討する。 

【講師の育成と位置付け】 

個別指導においては販売店に伺うことから同業事業者である企業の講師が販売店を訪問し

て指導することに抵抗感がある販売事業者も多い、また講師も同様である。 

県協会や保安センターなど中立的な立場の講師を育成するとともに、企業所属の講師の位

置付けについても明確にし、お互い指導しやすい環境を整える必要がある。 

 

【指導時期の調整】 

 小規模事業所であることから、個別指導で 2 名を 1～2時間程度拘束されることが難しく指

導の実施が難しいとする県協会もある。繁忙期や月末を避け早い時期での実施により指導を

受け入れやすくなる販売店もある。 

 

3. 運営・手続き 

（１）総括 

県協会と事務局とは請負契約であり、計画に対して変更なく実施した成果を確認し支払いを

行っている。これにより以前行っていた膨大な精算書類が簡略化され、契約手続きが効率的に

行えるようになった。県協会から不満としてあがっていた手続きの煩雑さを指摘されることは

なくなった。 

今年の事前会議では、豪雨災害によるLPガス販売事業者の被災事例および対応について岡

山県協会よりお話を伺った。参加いただいた他の県協会からも参考になったとのご意見をいた

だき有効な情報交換の場とすることができた。地震・津波・台風と例年おこる自然災害に対し

て災害対策への関心と、取り組みが求められる状況から今年度は指導テーマとして選ぶ県協会

も多かった。 
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（２）今後の課題 

例年LPガス業界の繁忙期（冬期）を避けての講習会開催が求められているが、テキストの編

集時期の影響により秋以降の実施が通常となりつつある。LPガス災害対策などは例年災害が起

こることから資料の更新があり実施時期を早めることが難しいテーマの一つでもある。 

今後は、テキスト時期にこだわらずパワーポイント資料の活用や過去のテキストデータも活

用し受講者が多く参加できる夏期の開催に対しても対応できるよう支援を行うことが望まし

い。 
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補足資料 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

（補足１）講習会の実施詳細 

 

実施件数 参加者数

1 2 3 4

9月6日 9月11日 9月20日 10月3日

4 岩手 4 203 北上市 奥州市 一関市 盛岡市

60 30 45 68

12月18日 12月20日

9 茨城 2 95 土浦市 下妻市

56 39

12月3日

11 埼玉 1 41 さいたま市

41

10月1日 10月3日

13 東京 2 427 江東区 国分寺市

172 255

10月31日 11月14日 11月18日 12月2日

16 長野 4 283 長野市 佐久市 伊那市 松本市

95 46 57 85

11月18日 11月20日 11月29日

19 愛知 3 193 名古屋市 岡崎市 名古屋市

91 67 35

11月7日 11月14日 11月21日 11月26日

20 三重 4 152 津市 四日市市 伊賀市 伊勢市

31 53 19 49

9月26日 10月8日 10月18日 10月25日

23 石川 4 259 穴水町 金沢市 小松市 小松市

45 102 69 43

8月6日 8月6日 8月8日 8月8日

24 福井 4 173 福井市 福井市 越前市 越前市

40 46 37 50

7月30日

25 滋賀 1 41 野洲市

41

10月8日 10月9日 10月11日 10月16日

26 京都 4 313 綾部市 舞鶴市 京田辺市 京都市

73 87 83 70

9月24日 10月9日 10月17日 11月5日

28 和歌山 4 262 和歌山市 紀の川市 那智勝浦町 田辺市

80 63 69 50

9月6日 9月19日 9月24日 9月26日

29 大阪 4 368 池田市 岸和田市 堺市 大阪市

43 172 67 86

10月3日

31 鳥取 1 148 倉吉市

148

9月19日 10月2日 10月8日 10月16日

32 岡山 4 380 岡山市 岡山市 井原市 津山市

159 84 59 78

10月2日 10月8日 10月9日 10月15日

33 島根 4 197 出雲市 益田市 浜田市 松江市

53 39 36 69

10月18日 10月25日 10月29日 10月31日

34 広島 4 364 三次市 福山市 呉市 尾道市

59 99 95 111

8月27日 8月27日

35 山口 2 319 山口市 山口市

171 148

10月16日 10月18日

37 香川 2 63 高松市 宇多津町

30 33

11月19日 11月26日 11月28日 11月29日

38 高知 4 219 四万十市 須崎市 高知市 安芸市

43 47 86 43

11月7日 11月13日 11月19日 11月28日

39 愛媛 4 254 松山市 新居浜市 今治市 宇和島市

91 59 68 36

10月3日 10月8日 10月10日 10月11日

43 大分 4 293 宇佐市 津久見市 日田市 大分市

82 56 46 109

10月8日 10月9日 10月17日 10月23日

44 熊本 4 323 玉名市 天草市 益城町 益城町

97 46 66 114

№ 協会
日程・場所・参加者数



 

 

（補足２）個別指導の実施詳細 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11月12日 11月27日 12月9日 12月12日 12月19日 12月25日

仙台市青葉区 大崎市岩出山 伊具郡丸森町 石巻市八幡町 仙台市泉区 登米市石越町

2 2 2 2 6 2

8月9日 11月6日 11月18日 11月18日 11月19日 11月27日 11月27日 11月28日 12月2日 12月4日

大津市大石 彦根市日夏市 近江八幡市牧町 長浜市三ツ矢元町 長浜市宮部町 守山市幸津川町 長浜市南呉服町 東近江市五箇荘 彦根市佐和町 彦根市須越町

2 4 2 3 6 2 2 4 2 2

12月5日 12月5日 12月9日 12月9日 12月10日

守山市下之郷 犬上郡豊郷町 長浜市七条町 高島市勝野 犬上郡豊郷町

3 2 3 7 2

11月26日 11月28日 11月28日 11月29日 11月29日 12月2日 12月2日 12月3日 12月3日 12月4日

奈良市古市町 生駒市壱分町 生駒市小瀬町 生駒郡三郷町 生駒郡安堵町 奈良市井上町 奈良市肘塚町 奈良市神殿町 奈良市鍋屋町 葛城市東室

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12月4日 12月9日 12月9日 12月10日 12月10日

大和高田市根成柿 大和郡山市白土町 大和郡山市柳町 葛城市林堂 大和高田市内本町

3 2 2 2 2

7月1日 7月1日 7月1日 7月2日 7月3日 9月10日 9月10日 9月10日 9月12日 9月12日

浜田市港町 浜田市三隅町 浜田市三隅町 浜田市旭町 浜田市旭町 雲南市木次町 雲南市木次町 雲南市木次町 雲南市木次町 雲南市木次町

2 2 2 2 3 2 2 3 2 2

9月12日 9月13日 9月13日 9月13日

雲南市大東町 雲南市大東町 雲南市大東町 雲南市加茂町

4 3 2 3

11月5日 11月14日 11月14日 12月3日 12月3日

松山市東長戸 松山市生石町 松山市三沢 松山市松ノ木 松山市針田町

2 2 2 2 2

10月15日 10月15日 10月16日 10月16日 10月18日 10月18日 11月1日 11月1日 11月5日 11月5日

佐賀市八幡小路 佐賀市松原 伊万里市山代町 伊万里市二里町 杵島郡大町町 杵島郡江北町 藤津郡太良町 藤津郡太良町 佐賀市大和町 佐賀市大和町

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

11月12日 11月12日 11月15日 11月15日

多久市北多久町 多久市北多久町 鳥栖市飯田町 三養基郡みやき町

2 2 2 2

11月21日 11月26日 11月28日 11月28日 11月28日 11月28日 12月3日 12月3日 12月5日 12月6日

中津市本耶渓町 大分市横尾 竹田市狭田 宇佐市山本 日田市庄手 杵築市山香町 日田市大山町 大分市中戸次 別府市餅ヶ浜町 中津市中殿

2 2 3 5 2 3 2 2 2 2

12月6日 12月10日 12月16日 12月16日 12月16日

玖珠郡玖珠町 佐伯市駅前 玖珠郡九重町 玖珠郡玖珠町 由布市庄内町

2 2 2 4 2

10

大分県 15 37

佐賀県 14 29

14 34

15 31

滋賀県 15 46

奈良県

6 16

日程・場所・参加者数
協会 実施件数 参加者数

宮城県

島根県

愛媛県 5




